
 

 

令和５ 年度 一般的な生活環境から のダイ オキシン類ばく 露状況の推計結果 

－都民の体に取り 込ま れる ダイ オキシン類の量の推計－ 

 

 

１  目 的 

 都民が一般的な生活環境から 取り 込むダイ オキシン類の量（ ばく 露量） を 推計し 、 ダイ オキシン

類の都民への健康影響について把握する 。  

 

２  調査方法 

 都内において、 一般的な生活環境から 人へのダイ オキシン類（ ポリ 塩化ジベンゾ -パラ -ジオキシ

ン（ PCDD）、 ポリ 塩化ジベンゾフラ ン（ PCDF） 及びコ プラ ナーポリ 塩化ビフ ェ ニル（ コ プラ ナーPCB））

のばく 露は、 主に、 食物、 水、 大気及び土壌によ る も のと 考えら れる 。 そこ で、 それぞれの経路に

ついて、 東京都（ 保健医療局、 水道局、 環境局） 及び八王子市が実施し たダイ オキシン類の濃度調

査結果をも と に、 人へのばく 露量を推計し た。  

 推計については、 平成９ 年５ 月、「 ダイ オキシン リ ス ク 評価検討会（ 旧環境庁）」 の報告書におい

て用いた手法に準じ て行った。 ただし 、 土壌については、 平成 11 年７ 月「 土壌中のダイ オキシン類

に関する 検討会第一次報告（ 旧環境庁）」 によ る 手法を用いて推計し た。  

 

３  各経路における 調査方法 

 ( 1)  食物（ 水を除く ）（ 担当： 保健医療局健康安全部環境保健衛生課）  

 マーケッ ト バス ケッ ト 方式によ る ト ータ ルダイ エッ ト ス タ ディ 「 令和４ 年度 食事由来の化学

物質等摂取量推計調査」 の結果を用いた。 令和４ 年５ 月から ６ 月にかけて、 95 種類 301 品目の食

品を都内の小売店で購入し 、 通常の食事形態に従い、 各食品を そのま ま 、 ま たは調理し 、 食品の

種類ごと に 13 群に分けて混合し 試料と し た。  

 ( 2)  水（ 水道水）（ 担当： 水道局浄水部浄水課）  

「 水道原水及び浄水中のダイ オキシン類調査マニュ アル（ 改訂版）」（ 厚生労働省健康局水道課 

平成 19 年 11 月） に準拠し た。  

令和５ 年 11 月から 令和６ 年１ 月の間、水道局が管理する 10 箇所の浄水場等において採水し た。

試料に内部標準物質を添加し 、 内部標準物質の回収率が 50～120 ％である こ と を確認し た。  

 ( 3)  大気（ 担当： 環境局環境改善部化学物質対策課、 八王子市環境部環境保全課）  

「 ダイ オキシン類に係る 大気環境調査マニュ アル」（ 環境省水・ 大気環境局大気環境課 令和４

年３ 月） に準拠し た。  

令和５ 年度に計４ 回にわたり 、 都内 17 地点で大気を採取し た。 試料に内部標準物質を添加し 、

その回収率が 50～120 ％である こ と を確認し た。  

 ( 4)  土壌（ 担当： 環境局環境改善部化学物質対策課、 八王子市環境部環境保全課）  

「 ダイ オキシン類に係る 土壌調査測定マニュ アル」（ 環境省水・ 大気環境局土壌環境課 令和４

年３ 月） に準拠し た。  

令和５ 年度に都内 18 地点で土壌を採取し た。 試料に内部標準物質を添加し 、 内部標準物質の回

収率が 50～120 ％である こ と を確認し た。  

 

なお、 ばく 露量の計算にあたっては、 WHO-2006 TEF を使用し た。  

資 料 ２  
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４  各経路から のばく 露量の計算 

 ( 1)  食物から の摂取量（ 表１ ）  

ト ータ ルダイ エッ ト ス タ ディ から 得ら れた、 ダイ オキシン類の一日摂取量は、 22 pg‐ TEQ /day

であった。  

人の平均体重を 50 ㎏と し た場合、 体重 1 ㎏当たり の一日摂取量は、 0. 44 pg- TEQ /㎏･bw/day

と なる 。  

 ( 2)  水から の摂取量（ 表２ ）  

水から の摂取量は、 体重 50 ㎏の人が一日 2 L 飲むも のと 仮定し 推計し た。  

都内の浄水場等の水道水中のダイ オキシン 類濃度を測定し た結果、 0. 00030～0. 0024 pg-TEQ/L

であった。  

 ダイ オキシン類摂取量の平均値の算出は、 各浄水場等での一日配水量が異なる こ と から 、各浄水

場等でのダイ オキシン類濃度に配水量を掛けた値の和を浄水場等の配水量の和で割り 、加重平均値

を求めた。  

 その結果、水から のダイ オキシン類の摂取量は、加重平均で 0. 000038 pg-TEQ/㎏･bw/day と なる 。  

 ( 3)  大気から のばく 露量（ 表３ ）  

大気から のばく 露量は、 体重 50 ㎏の人の一日の呼吸量を 15 ㎥/day、 吸収率を 100 ％と 仮定し

推定し た。  

都内の大気中のダイ オキシン類濃度を測定し た結果、 平均は 0. 012 pg-TEQ/㎥であった。  

人の平均体重を 50 ㎏と し た場合、 体重 1 ㎏当たり の一日ばく 露量は、 平均で 0. 0036 pg-TEQ/

㎏･bw/day と なる 。  

 ( 4)  土壌から のばく 露量（ 表４ 、 表５ ）  

土壌から のばく 露量は、 生涯を 70 年と し 、 子供の時期（ 6 年間） 及び大人の時期（ 64 年） にお

ける 経口摂取量と 皮膚接触によ る ばく 露量によ って推定し た。  

経口摂取量は、 一日当たり の摂取量を子供： 0. 2 g/day、 大人： 0. 1 g/day、 吸収率を 25 ％と し

て推定し た。  

ま た、 皮膚接触によ る 一日当たり のばく 露量は、 皮膚面積を子供： 2800 cm2 、 大人： 5000 cm2 、

面積当り の土壌ばく 露量を子供、 大人共に 0. 0005 g/cm2 、 ばく 露頻度を子供： 0. 6、 大人： 0. 17、

吸収率をそれぞれ 1 ％と し て推定し た。  

都内の土壌中のダイ オキシン類濃度を測定し た結果、 平均は 2. 2 pg-TEQ/g であった。  

人の平均体重を 50  ㎏と し た場合、 体重 1 ㎏当たり 、 土壌から の一日総ばく 露量は、 平均で

0. 0014 pg-TEQ/㎏･bw/day と なる 。  

 

５  都内における ダイ オキシン類のばく 露状況（ 表６ 、 表７ 、 図１ 、 図２ ）  

 都内における 一般的な生活環境から のダイ オキシン類のばく 露の状況は、 平均で 0. 44 pg-TEQ/㎏･

bw/day と 推定さ れる 。 都民の一日当たり のばく 露量はこ れま で同様「 ダイ オキシン類対策特別措置

法」 に定めら れている 耐容一日摂取量（ TDI ）： 4 pg-TEQ/㎏･bw/day を下回った。  

 ダイ オキシン類の総ばく 露量は減少傾向を示し ており 、本調査を開始し た平成 11 年度の結果 2. 00 

pg-TEQ/㎏・ bw/day の 22％であった。 経路別のばく 露量は平成 11 年度の結果に対し て、 食事 23％、

水 5. 6 ％、 大気 5. 3 ％、 土壌 1. 5 ％であった。  

 

６  ま と め 

 今回推定し たダイ オキシン類のばく 露量は 0. 44 pg-TEQ/㎏･bw/day であり 、「 ダイ オキシン類対策

特別措置法」 に定めら れている 耐容一日摂取量（ TDI ）： 4 pg-TEQ/㎏･bw/day を下回った。 ダイ オキ
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シン類の総ばく 露量は、 本調査を開始し た平成 11 年度の調査結果 2. 00 pg-TEQ/㎏・ bw/day の 22 ％

であった。  

  し かし 、 ダイ オキシン類は環境中で分解し にく く 、 一度排出さ れたダイ オキシン類は環境中に蓄

積さ れていく こ と から 、長期的なリ ス ク 管理が必要である 。従って、今後も 本調査を継続し て行い、

都内における 一般的な生活環境から のダイ オキシン 類のばく 露状況や経年変化の状況を定期的に把

握し 、 都民に情報を提供し ていく 。  
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